
◆武蔵村山市家庭ごみ有料化及び戸別収集導入に向けた基本方針（素案） 修正事項について（令和元年度第3回廃棄物減量等推進審議会前後）

【第3回審議会での意見】

意見 内容

1 目的の順序について、「良好な環境の次世代への継承」を第一とすべきである。

2 拡大生産者責任について記載すべきである。

3 次世代への継承の観点から、子どもたちへの教育について目的に加えるべきである。

【修正事項】

修正前 修正後

① 1 （記載なし）

【拡大生産者責任に関する循環基本法における考え方を追加】

⑴　国の動向

　（前略）

　・　さらに、同法では、廃棄物を排出する国民や事業者が廃棄物処理やリサイクルに対

　　して責任を持つ「排出者責任」と、生産者が自分の製品について製造・設計から使用

　　後の処理まで一定の責任を負う「拡大生産者責任」の考え方を原則として示していま

　　す。

② 3

⑸　家庭ごみ有料化実施自治体の状況と効果

　ア　導入状況

　　・　全国では、半数を超える６３．８％の自治体が、既に家庭ごみの有料化を実施し

　　　ています。

【最新の情報（令和元年10月現在）を踏まえ修正】

⑸　家庭ごみ有料化実施自治体の状況と効果

　ア　導入状況

　　・　全国では、半数を超える６３．９％の自治体が、既に家庭ごみの有料化を実施し

　　　ています。

修正事項
No. 修正後頁
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修正前 修正後

修正事項
No. 修正後頁

② 4

【最新の情報（令和元年10月現在）に併せ修正】

③ 4

　イ　ごみ減量効果

　　（略）

　　・　また、導入後１年以上が経過している多摩地域の２４市においても、家庭ごみ有

　　　料化の導入により、約１２％のごみ減量効果が得られ、導入５年後及び導入１０年

　　　後もごみ減量効果が持続しています。（下図及び別添資料３）

【図のページ変更に伴う修正】

　イ　ごみ減量効果

　　（略）

　　・　また、導入後１年以上が経過している多摩地域の２４市においても、家庭ごみ有

　　　料化の導入により、約１２％のごみ減量効果が得られ、導入５年後及び導入１０年

　　　後もごみ減量効果が持続しています。（次図及び別添資料３）

④ 5

⑴　基本的な考え方

　・　武蔵村山市では、一般廃棄物処理基本計画を策定し、「市民、事業者及び市が協働

　　して４Ｒで目指す循環型社会形成の推進」の基本理念の下、様々な施策に取り組んで

　　いますが、この間も地球温暖化などの世界規模の環境問題が深刻化するとともに、国

　　内においてもごみの減量・発生抑制や再使用の必要性が高まるなど、ごみ処理を取り

　　巻く社会情勢は変化を続けています。

【拡大生産者責任を踏まえた取組について追加】

⑴　基本的な考え方

　・　武蔵村山市では、一般廃棄物処理基本計画を策定し、「市民、事業者及び市が協働

　　して４Ｒで目指す循環型社会形成の推進」の基本理念の下、様々な施策に取り組んで

　　いますが、この間も地球温暖化などの世界規模の環境問題が深刻化しています。国内

　　においてもごみの減量・発生抑制や再使用の必要性が高まるとともに、排出者責任及

　　び拡大生産者責任を踏まえた取組が求められるなど、ごみ処理を取り巻く社会情勢は

　　変化を続けています。

表 全国及び東京都内自治体の家庭ごみ有料化実施状況（平成３１年４月現在） 

 全国 東京都 

自治体数 有料化済 実施率（％） 自治体数 有料化済 実施率（％） 

市区 ８１５  ４７２  ５７．９  
４９  

（２６） 

２５  

（２５） 

５１．２  

（９６．２） 

町 ７４３  ５１８  ６９．７  ５  ４  ８０．０  

村 １８３  １２０  ６５．６  ８  ０  ０．０  

合計 １７４１  １１１０  ６３．８  ６２  ２９  ４６．８  

※ 東京都「市区」の括弧内は、多摩地域２６市の状況 

（出典）山谷修作氏「全国区市町村の有料化実施状況（2019 年 4 月現在）」を基に加工 

表 全国及び東京都内自治体の家庭ごみ有料化実施状況（平成３１年１０月現在） 

 全国 東京都 

自治体数 有料化済 実施率（％） 自治体数 有料化済 実施率（％） 

市区 ８１５  ４７４  ５８．２  
４９  

（２６） 

２５  

（２５） 

５１．２  

（９６．２） 

町 ７４３  ５１９  ６９．９  ５  ４  ８０．０  

村 １８３  １２０  ６５．６  ８  ０  ０．０  

合計 １７４１  １１１３  ６３．９  ６２  ２９  ４６．８  

※ 東京都「市区」の括弧内は、多摩地域２６市の状況 

（出典）山谷修作氏「全国区市町村の有料化実施状況（2019 年 10 月現在）」を基に加工 
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修正前 修正後

修正事項
No. 修正後頁

⑤ 6

⑵　導入の目的

　①　ごみの減量及び資源化の推進

　②　排出量に応じた負担の公平性の確保

　③　ごみに対する意識の向上

　④　良好な環境の次世代への継承

【目的の順序変更】

⑵　導入の目的

　①　良好な環境の次世代への継承

　②　ごみの減量及び資源化の推進

　③　排出量に応じた負担の公平性の確保

　④　ごみに対する意識の向上

⑥ 6

④　良好な環境の次世代への継承

　・　高度成長期の発展は、わたしたちに便利で快適な暮らしを与える一方、限りある資

　　源の大量消費や過剰な採取による自然破壊、温室効果ガスの排出による地球温暖化な

　　ど、様々な環境問題を引き起こし、今や国際的にも大きな課題となっています。良好

　　な環境を次世代に引き継ぎ、将来の負担を軽減するためにも、ごみを出す一人一人が

　　意識を持ち、環境に負荷を与えないライフスタイルの実現に取り組むことが求められ

　　ます。

【子どもを含めた全世代の意識向上について追加】

①　良好な環境の次世代への継承

　・　高度成長期の発展は、わたしたちに便利で快適な暮らしを与える一方、限りある資

　　源の大量消費や過剰な採取による自然破壊、温室効果ガスの排出による地球温暖化な

　　ど、様々な環境問題を引き起こし、今や国際的にも大きな課題となっています。良好

　　な環境を次世代に引き継ぎ、将来の負担を軽減するためにも、子どもから高齢者まで

　　、ごみを出す一人一人がより一層意識を高め、環境に負荷を与えないライフスタイル

　　の実現に取り組むことが求められます。

⑦ 7

２　計画の内容について

　⑴　家庭ごみ有料化及び戸別収集の実施時期

　⑵　有料化の対象範囲

　⑶　手数料負担の仕組み

　⑷　有料化及び戸別収集による経費

　⑸　減免措置

　⑹　収集体制

　⑺　周知方法

　⑻　関連して充実する施策

【拡大生産者責任を踏まえた取組の推進について追加】

２　計画の内容について

　⑴　家庭ごみ有料化及び戸別収集の実施時期

　⑵　有料化の対象範囲

　⑶　手数料負担の仕組み

　⑷　有料化及び戸別収集による経費

　⑸　減免措置

　⑹　収集体制

　⑺　周知方法

　⑻　関連して充実する施策

　⑼　拡大生産者責任を踏まえた取組の推進
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